
改 正 前 改 正 後

国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規

則

平成１７年達示第３７号）（

第１章 総則 第１章 総則

（目的） （目的）

第１条 この規則は、国立大学法人京都大学教職員 第１条 （同 左）

就業規則（平成１６年達示第７０号。以下「就業

規則」という ）第２条第４項第１号の規定に基づ。

、 （ 「 」 。）き 国立大学法人京都大学 以下 大学 という

に雇用される有期雇用教職員の労働条件、服務そ

。の他就業に関する事項を定めることを目的とする

（中 略）

（懲戒の事由及び手続） （懲戒の事由及び手続）

第６１条 有期雇用教職員の懲戒の事由及び手続に 第６１条 有期雇用教職員の懲戒の事由及び手続に

ついては、国立大学法人京都大学教職員懲戒規程 ついては、就業規則第４８条の２及び国立大学法

（平成１６年達示第８６号）を準用する。 人京都大学教職員懲戒規程（平成１６年達示第８

（後 略） ６号）を準用する。

国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規

則

（平成１７年達示第３８号）

第１章 総則 第１章 総則

（目的） （目的）

第１条 この規則は、国立大学法人京都大学教職員 第１条 （同 左）

就業規則（平成１６年達示第７０号。以下「就業

規則」という ）第２条第４項第２号の規定に基づ。

、 （ 「 」 。）き 国立大学法人京都大学 以下 大学 という

に雇用される時間雇用教職員の労働条件、服務そ

。の他就業に関する事項を定めることを目的とする

（中 略）

（懲戒の事由及び手続） （懲戒の事由及び手続）

第５３条 時間雇用教職員の懲戒の事由及び懲戒の 第５３条 時間雇用教職員の懲戒の事由及び懲戒の

手続については、国立大学法人京都大学教職員懲 手続については、就業規則第４８条の２及び国立

戒規程（平成１６年達示第８６号。以下「懲戒規 大学法人京都大学教職員懲戒規程（平成１６年達

程」という ）を準用する。 示第８６号）を準用する。。

（後 略）

国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関す

る規程

（平成１６年達示第７８号）

（前 略）

（懲戒） （懲戒）

第１７条 再雇用職員の定年退職となった日までの 第１７条 再雇用職員の定年退職となった日までの

引き続く教職員としての在職期間中の行為が、就 引き続く教職員としての在職期間中の行為が、就

業規則第４９条の懲戒の事由に該当したときは、 業規則第４８条の２の懲戒の事由に該当したとき

これに対して懲戒に処することができる。 は、これに対して懲戒に処することができる。

（後 略）

附 則

、 。この規程は 平成１９年６月２８日から施行する


